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審査・検査中の案件への津波警報等が発表されない
可能性のある津波の対応に係る反映

本資料のうち、⼀点鎖線の範囲は商業機密あるいは防護上の観点から、公開できません。
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〜2019年 2020年 2021年
・・・ 〜7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ ３⽉〜

１．２号
⼀括

３．４号
ＳＡ⾼度化
軽微変更

３．４号
警報なし津波

補正

〇ＳＡ⾼度化⼯認に係る⼿続きの整理

１．２号
新規制
⼀括

１．２号
⼀括

(⾼度化)
１．２号 ⼀括

（警報なし津波）

軽変（警報なし津波と整合を図る）３．４号
⾼度化

軽変

12/20 検査

３．４号 警報なし津波

変認変認

12/20 検査11/M 検査申請予定

補正（ＳＡ⾼度化内容（送⽔⾞の要⽬表）を追加）

３．４号 警報なし津波

12/20 検査
11/M 検査申請予定

個別設⼯認

個別⼯認

個別⼯認

３．４号
⾼度化

個別設⼯認

検査完了（2B予定）

１・２号 検査（⼀括⼯認のうちＳＡ⾼度化）

３・４号 検査（ＳＡ⾼度化）

１・２号 検査
（⼀括⼯認のうち
警報なし津波）

ＳＡ⾼度化の既認可
内容の検査に影響な
いことを記録等で確認

既認可内容で検査

既認可内容で検査

３・４号 検査（ＳＡ⾼度化）

３・４号 検査
（警報なし津波）

既認可内容で検査

ＳＡ⾼度化の既認可
内容の検査に影響な
いことを記録等で確認

2016/6/10認可▼
10/16申請▼ 認可（希望）▽

▼2/19認可

▼2/19認可

▼2/19認可

2/26 検査申請

送⽔⾞に関し、２種類の
合格証(確認証)が発⾏される。

既認可内容の検査に
影響ないことを確認

審査・検査中の案件への津波警報等が発表されない可能性のある津波の対応に係る反映
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本体側警報なし津波設工認申請
（2020.10.16申請）

特重施設警報なし津波設工認申請
（2020.12申請予定）

計測制御系統施設

第１章 共通項⽬
第２章 個別項⽬
１．計測制御系統施設
１．４ 通信連絡設備
１．４．１ 通信連絡設備（発電所内）
１．４．２ 通信連絡設備（発電所外）
１．４．３ 設備の共用
２．主要対象設備

申請対象外
（本体側での変更内容は、衛星電話（固定）の浸⽔防護施設との⼀部兼用の
追加のみであるが、当該設備は中央制御室と緊急時対策所の間の通信連絡に
使用するものであることから、特重施設に対する津波防護としては申請書に記載は
ない）

浸⽔防護施設※２

第１章 共通項⽬
第２章 個別項⽬
１．津波による損傷の防止

１．１ 耐津波設計の基本方針
１．２ 取⽔路防潮ゲートの閉止判断基準の設定及び閉止⼿順
１．３ ⼊⼒津波の設定
１．４ 詳細設計の条件下で作成する⼊⼒津波について
１．５ 津波防護対策
１．６ 津波防護対策に必要な浸⽔防護施設の設計
１．７ 設備の共用
３．主要対象設備

第１章 共通項⽬
第２章 個別項⽬
１．津波による損傷の防止

１．２ 特定重大事故等対処施設
１．２．１ 耐津波設計の基本方針
１．２．２ 取⽔路防潮ゲートの閉止判断基準の設定及び閉止⼿順
１．２．３ ⼊⼒津波の設定
１．２．４ 詳細設計の条件下で作成する⼊⼒津波について
１．２．５ 津波防護対策※３

１．２．６ 津波防護対策に必要な浸⽔防護施設の設計※３

１．２．７ 設備の共用
３．主要対象設備※３

緊急時対策所
第２章 個別項⽬
１．緊急時対策所
１．１ 緊急時対策所の設置等
２．主要対象設備

申請対象外
（計測制御系統施設に同じ）

⿊字︓ 既認可から変更なし 赤字︓ 項⽬レベルで本体側と全く同じ記載を特重として再掲
⻘字︓ 特重既許可の基本設計方針に、本体側で審査されている潮位観測システム（防護用）の設計及び取⽔路防潮ゲートの運用に係る記載を再掲
※２ 特重施設の申請においても要⽬表記載事項の変更があるものの、変更内容は本体側と同じ。
※３ 本体側記載の反映に加え、設置変更許可申請において海⽔ポンプ室浸⽔防止蓋を特重施設の外郭浸⽔防護設備から削除したことを踏まえて、

設⼯認申請においても当該の浸⽔防止蓋に特重施設として期待しない旨明確化

反映
内容

〇 現状の使用前検査計画は、本件含め、弊社３サイト全体として検査体制の調整を⾏ってきており、本件に係る検査は現状計画のまま進めさせて
いただきたいと考えている。また、検査計画の変更は、特重施設の供用開始時期にも影響する。具体的には、特重警報なし津波設⼯認に係る
⼿続きは特重施設の供用開始（2020.12.11予定）後に実施することとさせて頂きたい。

〇 なお、⼿続きとしては、機密情報取扱いの観点から、新規案件として申請させて頂きたい。
〇 特重施設の津波防護は、従来と同様に基準津波を⼀定程度超える津波に対する防護対策※１を除き、本体側（ＤＢ施設）の津波防護対策

で達成されることから、今後予定している特重施設の警報なし津波設⼯認申請においても、本体側の記載を再掲する形を取る予定である
（詳細は下表参照）。

※１ 警報なし津波を踏まえた変更はない

審査・検査中の案件への津波警報等が発表されない可能性のある津波の対応に係る反映
＜⾼浜３、４号機 特重施設＞


